
令和８年度越谷市主任介護支援専門員研修受講支援事業補助金交付事業 Ｑ＆Ａ 

作成日：令和８年５月１３日 

No. 区分 質問 回答 

1 補助対象者 越谷市民でなくとも、

補助対象者になるか。 

越谷市外にお住まいであっても、越谷市内の介護事業

所等に勤務されている方については、補助対象となり

ます。 

 

2 補助対象者 法定研修の受講地が、

埼玉県以外であっても

補助対象者になるか。 

埼玉県以外で、法定研修を受講する場合も、補助対象

となります。 

ただし、令和８年６月１７日(水)までに補助金の交付

申請があったものに限ります。 

3 補助対象者 非常勤であっても、 

補助対象者になるか。 

対象になりません。 

申請日までに、継続して３か月以上、「常勤」として勤

務している必要があります（専従・兼務は不問）。 

ここでいう「常勤」とは、 

介護事業所等において定められている常勤の従業者が

勤務すべき時間数に達していることをいいます。 

ただし、当該事業所の設定が週３２時間未満の場合、

週３２時間を基本とします。 

なお、利用者処遇に支障がない体制が整備されている

介護事業所等において、いわゆる産前産後休業、育児

休業、介護休業又は厚生労働省ガイドラインに基づく

事業者独自の所定労働時間の短縮措置等を受けている

者は、例外的に週３０時間以上の勤務で常勤と認める

ことができます。 

なお、受講しようとする法定研修の実施者である都道

府県知事が定める受講要件も満たす必要があります。 

 

4 補助対象者 派遣職員として勤務し

ている場合、補助対象

者になるか。 

対象になりません。 

介護事業所等に直接雇用されている必要があります。 

5 補助対象者 管理者と兼務であって

も、補助対象者になる

か。 

対象になります。 

介護事業所等の管理者や同一の事業者によって当該事

業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所

の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと

考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従

業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件

を満たすものと考えます。 

 



No. 区分 質問 回答 

6 補助対象者、

申請様式 

申請日までの３か月で

複数の介護事業所等に

勤務した場合、就労等

証明書（第２号様式）

の記入方法は如何か。 

市ホームページに掲載の「就労等証明書（記載例）」を

ご確認のうえ、様式内「勤務する介護事業所等」及び

「勤務開始年月日」の項目には３か月以上の勤務が確

認できるよう、複数の情報を記載してください。 

7 補助対象者 「申請日までに３月」

とは、具体的にどのよ

うに計算するか。 

申請日までに暦月で３か月とします。 

例えば、６月１５日に申請する場合、 

【３月１６日から６月１５日】の３か月となります。 

 

8 補助対象経費 申請日より前に受講申

込み及び受講料の支払

いを行った場合であっ

ても、補助対象経費に

なるか。 

申請日の属する年度に修了する法定研修に係る受講申

込みや受講料の支払いについて、申請日以前に行った

場合であっても、補助対象経費になります。 

ただし、交付申請書類に不備がある等の理由で、当該

研修の受講開始日までに、市が交付決定できなかった

場合、補助対象になりません。 

9 補助対象経費 研修を修了しなかった

場合、受講料は補助対

象経費になるか。 

対象になりません。 

交付決定を受け、研修を修了できなかったときは、「実

績額 金０円」として、実績報告を行ってください。 

10 補助対象経

費、申請様式 

「埼玉県介護支援専門

員研修支援事業費補助

金」により、受講料が

一部軽減された場合、

補助金所要額調書は、

どのように記載すれば

よいか。 

「補助金所要額調書」及び「補助金実績額調書」にお

ける「受講料」には、法定研修の実施要領等に記載の

ある受講料（一部軽減される前の総額）を記入してく

ださい。 

「埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金」のよ

うに、請求時点で受講料の一部を軽減する補助金につ

いても、「国若しくは他の地方公共団体又は雇用者その

他の団体から受けた補助金その他の収入の額」として

記入してください。 

11 申請方法 法人又は事業所ごとに

まとめて複数名分を申

請することは可能か。 

できません。 

対象主任介護支援専門員等が、個人で申請してくださ

い。 

12 申請方法 受講料をコンビニエン

スストアで支払った際

に返却された「払込受

領証」を紛失した場

合、補助金の交付を受

けられるか。 

研修機関が発行する領収書又はそれに代わる「払込受

領証」を紛失した場合は、補助対象経費の支出を証明

する書類がないため、当該補助金を交付することがで

きません。 

領収書又はそれに代わる「払込受領証」は、大切に保

管してください。 

13 申請方法 交付申請から交付決定

までの日数はどれくら

いか。 

交付申請の提出期限から約１０開庁日以内に交付決定

を通知する予定です。 

 


